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比較法研究所の実施する共同研究についてご紹介します。2 回目は、「アメリカ最高裁判所の研究」の

お話を伺いました。ご協力くださったのは代表者の宮川成雄先生です。 

 

― 研究会の特徴を教えてください。 

 この研究会は、アメリカの連邦最高裁判所の最新の判例を取り扱うところに

特徴があります。ほぼ毎月判例研究会を実施しています。参加者が共通して関

心を持っているのは、個人の基本権、連邦制及び違憲審査制度ですが、実際に

扱う法分野は、憲法、行政法、国際関係法を中心としつつ、民法、知的財産法、

環境法、金融商品取引法といった分野まで広く及んでいます。若手～中堅の研

究者が主たるメンバーではありますが、テーマによっては、強い意欲を持った学部生に参加を促すこと

もあり、アメリカ研究について法的な関心でアプローチしたいという方に広く門戸を開いているのが特

徴です。 

 

―この研究会を通じて達成したい目標をお聞かせください。 

 この研究会の目標は主として次の 3 つにあります。1 つ目は、先ほど申し

上げた最新のアメリカ連邦最高裁判所判例研究の継続です。この研究成果は、

比較法研究所紀要の「比較法学」に公表しているほか、日米法学会や比較法

学会といった学会活動にも還元されています。2 つ目は、若手研究者の養成

という役割を引き続き果たすことです。本研究会は若手の研究報告の場とし

ても機能しており、今後も研究者養成を大事にしていきたいと思っています。 3 つ目は、学術交流の場

であることです。毎年 3 月には同志社大学との合同研究会を実施していますし、また、海外の研究者を

招聘して講演会やシンポジウムを精力的に実施しています。 

 

―宮川先生がアメリカ連邦最高裁判所についてご研究される中で、

アメリカ法研究のやりがいや醍醐味を感じるのは、どういった部分

でしょうか。 

 アメリカの連邦最高裁判所は、日本の最高裁判所と比べると非常

に大きな社会的影響力を持っており、アメリカの政治や社会を理解

するために、アメリカ連邦最高裁判所の研究は非常に重要になって

きます。 アメリカの大学には「アメリカ学」という学問領域があ

ることが示唆的ですが、そこにみられるように法制度の研究にとどまらない学際的な研究視点をもって、

連邦最高裁判所を研究するのが非常に面白いところです。 

 

―ありがとうございました。 

（編集より）宮川先生が開催される講演会やシンポジウムには、研究者の方々のみならず、若い学生さ

んや実務家の方など多くの方が参加され、会場は満員になることもしばしばです。法制度の枠にとどま

らない「アメリカ研究」としての宮川先生の研究の魅力が多くの方に浸透している所以だと感じます。 


